
梅
峰
竺
信
『
洞
門
劇
譚
』
の
研
究

菅

原

研

州

一
、
は
じ
め
に

本
論
は
、
江
戸
時
代
前
期
の
洞
門
学
僧
・
梅
峰
竺
信
（
一
六
三
三
～
一
七
〇
七
）
の
主
著
『
洞
門
劇
譚
』
を
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
江
戸
元
禄
期
の
洞
門
内
で
起
き
た
「
宗
統
復
古
運
動
」
時
に
開
版
・
流
布
さ
れ
、
同
運
動
の
顛
末
に
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
本
書
の
詳
細
な
研
究
を
通
し
、
梅
峰
自
身
の
執
筆
意
図
、
ま
た
、
思
想
的
射
程
を
検
討
し
、
更
に
、
同
時
代
へ
の

影
響
等
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

本
書
は
奥
書
か
ら
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
仲
秋
（
旧
暦
八
月
）
穀
旦
（
吉
日
）
に
、「
帝
畿　

押
小
路
通
橘
町　

書
肆　

玉
峰
堂

　

山
限
久
右
衞
門　

刊
行
」
で
あ
る
。

な
お
、『
曹
洞
宗
全
書
（
以
下
、『
曹
全
』）』「
室
中
」
巻
に
翻
刻
が
、『
永
平
正
法
眼
蔵
蒐
書
大
成
（
以
下
、『
蒐
書
大
成
』）』
巻
二
〇

に
初
版
本
の
影
印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
も
初
版
本
を
所
持
し
て
い
る
た
め
、
筆
者
所
持
の
初
版
本
を
中
心
に
、
他
の
諸
本
を
参

照
し
て
い
る
。

ま
た
、
先
行
研
究
と
し
て
は
、
鏡
島
元
隆
氏
に
よ
る
『
曹
全
』「
解
題
」、
小
坂
機
融
氏
に
よ
る
『
蒐
書
大
成
』
巻
二
〇
「
江
戸
期
に
於

け
る
嗣
承
論
の
展
開
」
等
に
詳
細
な
解
題
が
付
さ
れ
、
更
に
は
、『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
３
』
所
収
の
黒
丸
寛
之
氏
「
一　

近
世
に
お
け

る
道
元
禅
の
展
開
」
等
の
研
究
が
見
ら
れ
る
た
め
、
既
に
論
じ
尽
く
さ
れ
た
感
が
無
き
に
し
も
非
ず
と
の
意
見
も
あ
る
と
は
思
う
。
こ
れ

（1） 
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ら
の
先
行
研
究
は
本
書
の
要
所
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
細
部
に
つ
い
て
は
開
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
宗
派
内
の
事
情
を
中
心
に

論
じ
て
い
る
た
め
、
幕
府
の
法
度
・
宗
教
政
策
と
の
関
連
が
十
分
に
考
究
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
た
め
、
筆
者
の
立
場
か
ら
本
書
の
意
義
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

二
、『
洞
門
劇
譚
』
の
成
立
に
つ
い
て

本
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
卍
山
道
白
（
一
六
三
六
～
一
七
一
五
）
に
よ
る
序
、
及
び
梅
峰
自
身
の
跋
文
か
ら
知
ら
れ
る
。

和
尚
一
日
、
嘗
テ
撰
ス
ル
所
ノ
洞
門
劇
談
一
卷
ヲ
出

示
サ
ル
、
乃
チ
其
ノ
而
立
以
來
意
ニ
介
ム
底
ノ
一
項
ニ

一
一
予
カ
痒
處
ニ

著
ス
、
痛
快
快
活
言
ノ
諭
ス
ル
所
ニ
非
ナ
リ

卍
山
は
右
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
が
、『
宗
統
復
古
志
』「
革
弊
略
表
年
」
に
よ
れ
ば
、梅
峰
と
相
見
し
た
の
は
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）

と
さ
れ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
元
禄
一
三
年
の
刊
行
時
に
至
る
、
い
ず
れ
か
の
機
会
で
目
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
既
に
撰
述
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
跋
で
は
以
下
の
こ
と
を
示
す
。

曽
テ
年
シ
而
立
ニ
頂

北
陸
金
府
ニ
寓
ス
、
時
自
リ
意
ニ
介
ム
者
ノ
秖
タ
此
ノ
一
頂
ナ
リ

梅
峰
自
身
は
、
而
立
（
三
〇
歳
）
を
超
え
た
頃
の
、
北
陸
金
沢
に
い
た
時
か
ら
宗
統
復
古
を
想
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
時
期
だ
が
、

伝
記
で
は
「
壬
寅
冬
、
播
の
護
生
寺
に
て
首
衆
し
、
職
滿
じ
て
永
平
に
上
り
祖
塔
を
拜
し
、
亦
た
加
北
の
諸
刹
に
登
臨
す
。
時
に
龍
睡
、

天
德
に
住
し
、
乃
ち
款
留
す
、
従
容
軒
に
居
し
、
三
た
び
涼
燠
を
換
え
て
、
復
た
播
州
に
帰
る
」
と
あ
る
た
め
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

に
播
州
護
生
寺
（
現
在
の
兵
庫
県
神
崎
郡
市
川
町
に
所
在
）
で
の
冬
安
居
に
て
首
座
を
務
め
、
そ
れ
を
終
え
て
か
ら
北
陸
に
入
っ
た
こ
と

が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
梅
峰
三
一
歳
か
ら
約
二
～
三
年
間
ほ
ど
の
間
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

問
題
は
、
こ
の
時
、
梅
峰
に
宗
統
復
古
を
想
わ
せ
た
要
因
に
つ
い
て
で
あ
る
。
同
運
動
の
共
闘
者
で
あ
っ
た
卍
山
は
、
寛
文
三
年
・
四

（5） 

（6） 

（7） 
（8） 

（9） 
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年
頃
に
既
に
革
弊
を
願
っ
て
い
た
と
『
宗
統
復
古
志
』
は
記
載
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
卍
山
と
邂
逅
す
る
前
で
あ
っ
た
梅
峰
は
直
接
に
は
関

係
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
、『
宗
統
復
古
志
』
で
指
摘
す
る
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
九
月
に
三
奉
行
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
永
平
寺
總
持

寺
江
申
渡
覺
」
に
よ
れ
ば
、「
寛
文
年
中
之
御
條
目
」
を
受
け
つ
つ
「
檀
方
建
立
、
由
緒
有
之
、
寺
院
住
職
之
義
者
、
他
山
之
仁
與
里
、

本
寺
江
遂
相
談
、
從
本
寺
且
那
江
、
申
談
相
極
可
申
候
由
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
七
月
一
一
日
付
の
『
諸
宗
寺

院
法
度
』
の
老
中
連
署
に
よ
る
「
諸
宗
寺
院
下
知
状
・
条
条
」
第
二
条
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
の
法
度
に
よ
っ
て
、

末
寺
の
住
持
決
定
権
が
、
実
質
的
に
本
寺
に
付
与
さ
れ
、
結
果
と
し
て
伽
藍
法
が
制
度
と
し
て
強
化
さ
れ
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
。
更
に
両
大
本
山
（
永
平
寺
・
總
持
寺
）
か
ら
も
、
先
の
三
奉
行
か
ら
の
「
申
渡
覺
」
を
受
け
つ
つ
、「
諸
宗
寺
院
下
知
状
・
条
条
」

第
二
条
を
基
準
と
し
て
、
室
内
三
物
（
嗣
書
・
大
事
・
血
脈
）
に
加
え
て
、
伽
藍
二
物
（
伽
藍
大
事
・
伽
藍
血
脈
）
を
所
持
す
る
こ
と
で
、

開
山
以
来
の
法
脈
を
保
つ
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

ま
た
、横
関
了
胤
『
江
戸
時
代
洞
門
政
要
』
で
は
、貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
に
関
三
刹
か
ら
曹
洞
宗
寺
院
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
「
掟
」

の
「
副
箇
條
」
と
、
同
四
年
の
「
諸
寺
院
条
目
」
が
収
録
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
当
時
の
伽
藍
相
続
法
に
対
し
て
影
響
し
た
可
能
性
が
取
り
沙

汰
さ
れ
て
い
る
。
後
任
住
職
の
選
定
や
、
そ
の
契
約
な
ど
に
つ
い
て
の
定
め
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、『
宗
統
復
古
志
』
で
の
言
及
が

見
ら
れ
な
い
た
め
、
本
論
で
の
検
討
は
擱
く
。

な
お
、本
書
刊
行
よ
り
早
く
、伽
藍
に
基
づ
い
て
自
ら
の
嗣
法
を
換
え
る
こ
と
を
問
題
視
し
た
見
解
と
し
て
は
、独
菴
玄
光
（
一
六
三
〇

～
一
六
九
八
）
の
批
判
で
、
元
禄
一
〇
年
（
一
六
九
七
）
自
序
の
『
護
法
集
』
巻
四
所
収
の
「
俗
談
（
上
）」
で
「
以
院
易
嗣
（
以
下
、

こ
の
事
象
は
「
以
院
易
師
」
と
表
現
）」「
随
院
易
師
」
等
の
語
を
用
い
て
い
る
。
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
独
菴
は
法
に
随
っ

て
師
を
換
え
る
こ
と
で
、
真
実
の
得
道
に
至
る
こ
と
に
は
価
値
を
見
出
し
て
お
り
、
批
判
し
て
い
る
の
は
寺
院
に
随
っ
て
師
匠
や
嗣
承
を

易
え
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
独
菴
は
「
今
日
隨
院
易
師
無
廉
無
恥
如
禽
獸
」
と
、
同
時
代
の
洞
門
僧
を
批
判
し
て
い
る

が
、
寛
文
五
年
の
法
度
の
影
響
が
否
定
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
以
上
は
、
傍
証
で
は
あ
る
が
、『
洞
門
劇
譚
』
成
立
経
緯
の
一
端
を

（10） 
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検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

更
に
、
梅
峰
自
身
、
本
書
の
開
版
に
先
行
し
て
、
洞
門
で
伝
授
す
る
『
血
脈
』
に
お
け
る
「
洞
済
両
聯
」
に
因
む
普
説
を
行
い
、
そ
の

中
で
「
宗
統
復
古
」
に
関
わ
る
自
ら
の
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
同
普
説
は
、「
辛
酉
冬
夜
五
家
三
昧
」
か
ら
始
ま
る
た
め
、
天
和
元

年
（
一
六
八
一
）
の
冬
に
行
わ
れ
、
梅
峰
が
ま
だ
宇
治
興
聖
寺
の
住
持
だ
っ
た
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
普
説
で
は
、
後
述
す

る
本
書
の
よ
う
な
、
中
国
の
祖
師
の
事
例
を
用
い
て
は
お
ら
ず
、
多
分
に
梅
峰
自
身
が
見
聞
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
洞
門
の
室
内
伝
授
物

を
中
心
に
明
全
―
道
元
の
師
資
間
の
問
題
を
吟
味
す
る
の
み
で
、
ま
た
、「
以
院
易
嗣
」
を
批
判
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
根
拠
な
ど
は
十

分
に
開
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
書
刊
行
に
先
行
す
る
普
説
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三
―
一
、『
洞
門
劇
譚
』
の
論
旨
（
一
）

本
書
の
前
半
に
つ
い
て
、
卍
山
道
白
は
「
卷
中
先
ツ
中
䕜
ノ
名
德
十
餘
師
ノ
嗣
承
因
緣
ヲ
出
シ
テ
、
直
筆
批
評
シ
テ
一
邪
一
正
公
論
明

白
ナ
リ
」
と
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
中
国
の
一
三
師
の
嗣
承
・
因
縁
を
挙
げ
て
、
批
評
し
て
い
る
。

梅
峰
は
ま
ず
、
本
書
の
基
本
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

葢
シ
禪
和
家
、
㫄
傳
正
授
ノ
二
途
有
リ
、
謂
ク
最
初
ハ
禪
戒
末
後
ハ
眞
印
ナ
リ
、
元
古
佛
聖
一
及
ヒ
法
燈
三
光
皆
其
ノ
例
ヲ
攀
ツ
、

今
日
ノ
遐
裔
、
院
ノ
大
小
ヲ
擇
ヒ
徒
ニ
蔗
境
ヲ
愛
ス
ル
ト
夐
ル
カ
ニ
別
ナ
リ
、

禅
宗
に
お
い
て
は
、
傍
伝
と
し
て
の
禅
戒
と
、
正
授
と
し
て
の
真
印
と
い
う
二
途
が
あ
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
、
道
元
や
円
爾
（
聖
一
）、

心
地
覚
心
（
法
燈
）
や
孤
峰
覚
明
（
三
光
）
な
ど
が
、修
行
過
程
と
大
事
を
了
じ
た
際
と
の
差
異
が
あ
っ
た
と
前
提
し
て
い
る
。
し
か
も
、

こ
れ
ら
は
遠
孫
で
あ
る
今
日
の
者
達
が
、
入
る
寺
院
の
大
小
を
選
ぶ
様
子
と
は
異
な
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
梅
峰
は
中
国
の
祖
師
一
三
例
を
挙
げ
、
一
々
に
論
評
を
加
え
る
こ
と
で
、
更
に
古
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
各
章
の
典

（17） 
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拠
（
各
祖
師
名
の
下
部
に
表
記
）
と
、
論
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①
廬
山
開
先
善
暹
（『
五
灯
会
元
』
巻
一
五
、『
大
慧
武
庫
』）

本
節
の
主
題
は
、
開
先
善
暹
が
徳
山
恵
遠
（
雲
門
文
偃
―
雙
泉
郁
と
続
く
法
系
）
に
参
じ
て
い
た
時
、
そ
の
上
堂
語
で
「
師
子
嚬
呻
象

王
回
顧
」
を
聞
き
省
が
あ
っ
た
た
め
入
室
し
、
所
解
を
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
雪
竇
重
顕
に
久
し
く
参
じ
た
が
、
廬
山
開
先
寺
で
晋
山

開
堂
す
る
時
に
、
香
（
嗣
承
香
）
を
徳
山
に
向
け
て
焚
き
、
続
け
て
雪
竇
に
は
専
使
を
発
し
て
書
を
通
じ
た
。
そ
の
際
、
専
使
を
見
た
或

る
婆
子
が
、
善
暹
が
香
を
焚
い
た
相
手
を
聞
き
、
徳
山
遠
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
と
、
婆
子
は
雪
竇
が
善
暹
の
た
め
に
禅
を
説
い
た
こ

と
に
対
し
、
恩
に
背
く
と
痛
罵
し
た
の
で
あ
っ
た
。

右
に
対
す
る
梅
峰
の
評
価
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
善
暹
は
雪
竇
の
元
で
育
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
、
徳
山
に
香
を
焚
い
た
の
は
、
善
暹
の

智
眼
に
よ
っ
て
、
名
利
を
否
定
し
た
も
の
だ
と
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
善
暹
の
心
境
に
つ
い
て
は
、
雪
竇
が
善
暹
を
明
州
の
金
鵝
に
住
持

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、そ
の
元
を
離
れ
る
時
に
壁
書
し
た
二
首
の
偈
を
根
拠
に
、「
遽
カ
ニ
承
嗣
ニ
嫌
ヒ
ア
ル
ヿ
ヲ
曓
サ
ズ
」

と
し
て
、
雪
竇
か
ら
の
嗣
法
を
内
心
拒
否
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
本
人
が
省
を
得
た
の
が
徳
山
の
下
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。

②
和
州
開
聖
覺
（『
大
慧
武
庫
』）

元
々
、
長
蘆
応
夫
（
雪
竇
重
顕
―
天
衣
義
懷
の
資
）
の
下
で
久
し
く
参
じ
て
い
た
が
得
る
と
こ
ろ
無
く
、
五
祖
法
演
の
法
道
を
聞
き
、

そ
の
下
で
座
元
だ
っ
た
圜
悟
克
勤
に
も
導
か
れ
な
が
ら
大
悟
し
た
。
し
か
し
、
後
に
開
聖
院
に
出
世
し
た
際
に
、
長
蘆
の
法
席
が
盛
ん
で

あ
る
こ
と
を
見
て
、
自
ら
の
機
縁
に
基
づ
か
ず
に
長
蘆
に
香
を
焚
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
時
に
感
じ
た
胸
の
違
和
感
が
癒
え
ず
に

亡
く
な
っ
た
。

③
西
蜀
正
覺
宗
顯
（『
羅
湖
野
録
』
巻
下
）

紹
覺
純
白
の
下
で
落
髪
し
、
そ
の
後
、
五
祖
法
演
の
下
で
学
ん
で
い
た
が
、
圜
悟
克
勤
の
導
き
も
あ
っ
て
、
機
悟
相
契
っ
た
と
い
う
。
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し
か
し
、
地
元
の
西
蜀
に
帰
還
し
た
と
こ
ろ
、
受
業
師
で
あ
っ
た
紹
覚
は
昭
覚
寺
に
住
し
て
お
り
、
宗
顯
は
そ
の
指
示
に
応
じ
て
開
堂
拈

香
し
た
際
、
紹
覚
純
白
の
た
め
に
香
を
焚
い
た
と
い
う
。

上
記
二
件
は
続
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
梅
峰
は
ま
ず
、
②
に
つ
い
て
は
全
く
評
価
し
て
い
な
い
。
更
に
同
様
の
事
例
と
し
て
、『
人

天
宝
鑑
』
に
見
え
る
頎
に
つ
い
て
、
天
聖
泰
に
得
法
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
後
に
黄
竜
慧
南
に
参
じ
、
開
堂
す
る
時
に
は
黄
竜
に
対

し
て
香
を
焚
い
た
た
め
、
そ
の
後
病
を
患
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
正
覺
宗
顯
に
つ
い
て
だ
が
、
か
つ
て
の
祖
師
に
は
嗣
ぐ
べ
き
に
嗣
が
ず
、
嗣
が
ざ
る
べ
き
に
嗣
ぐ
事
例
が
存
在
し
た
と
し
つ
つ
、

「
顯
老
獨
リ
它
ノ
彈
ヲ
受
ル
ハ
何
ソ
ヤ
」
と
同
情
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
故
ニ
情
謬
テ
師
承
ヲ
紊
ル
ト
」
評
さ
れ
た
と
し
て

い
る
。
だ
が
、
梅
峰
は
「
寵
榮
ノ
害
ヲ
爲
シ
韜
晦
ノ
名
ヲ
匿
ス
古
自
リ
皆
爾
リ
、
然
モ
畫
牛
ノ
癖
ヲ
以
テ
道
望
ヲ
耗
ス
ハ
寔
ニ
理
ナ
リ
、

此
レ
ヲ
以
テ
師
承
ヲ
紊
ル
ト
言
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
と
し
、韜
晦
の
一
つ
と
評
し
た
こ
と
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、『
嘉
泰
普
灯
録
』

巻
一
〇
「
成
都
府
信
相
正
覺
宗
顯
禪
師
」
章
で
は
、
紹
覚
の
「
高
高
峰
頂
立
。
深
深
海
底
行
。
汝
作
麼
生
會
」
の
語
に
よ
っ
て
、
言
下
に

頓
悟
し
た
と
伝
え
る
た
め
、
こ
の
件
を
会
通
さ
せ
れ
ば
、
寵
や
情
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
梅
峰
は
そ
の
作
業
を
し
て
い
な

い
。

④
西
蜀
表
自
（『
羅
湖
野
録
』
巻
上
）

西
蜀
表
自
は
五
祖
法
演
に
久
し
く
参
じ
て
い
た
が
、
学
恩
は
圜
悟
克
勤
に
こ
そ
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
昭
覚
に
て
出
世
し
、

圜
悟
の
後
席
を
嗣
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
開
堂
拈
香
す
る
時
に
は
、
五
祖
に
向
け
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、『
羅
湖
野
録
』
で

は
圜
悟
の
た
め
に
香
を
焚
く
の
が
正
し
か
っ
た
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

梅
峰
は
、
こ
の
表
自
の
振
る
舞
い
は
、
③
宗
顯
と
同
じ
よ
う
で
は
あ
る
が
、
圜
悟
か
ら
受
け
た
恩
が
大
き
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
冤
に

な
っ
た
と
し
て
い
る
。

⑤
眞
歇
清
了
（『
禪
苑
蒙
求
拾
遺
』
巻
上
）
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真
歇
清
了
は
丹
霞
子
淳
に
得
法
し
た
が
ま
だ
若
く
、
後
に
長
蘆
祖
照
に
も
参
じ
た
。
祖
照
は
清
了
の
才
を
見
抜
き
、
自
院
の
後
継
者
に

指
名
し
て
法
衣
を
附
属
し
た
。
し
か
し
、
後
に
清
了
が
出
世
し
香
を
焚
く
時
に
は
、
丹
霞
の
下
で
得
法
し
た
こ
と
を
示
し
、
祖
照
の
庭
で

伝
衣
し
た
と
し
つ
つ
も
、
別
の
布
の
僧
伽
黎
衣
を
用
意
し
、
祖
照
か
ら
の
伝
衣
を
身
に
着
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
江
湖
の
有
識
者
は
、

本
来
の
得
法
を
忘
れ
な
い
行
い
だ
と
讃
え
た
と
い
う
。

梅
峰
は
、
清
了
に
対
す
る
希
叟
紹
曇
『
五
家
正
宗
賛
』
所
収
の
賛
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
一
則
を
寺
院
相
続
の
問
題
だ
と
し
、「
長
蘆

ノ
法
席
ハ
十
方
ノ
所
在
初
メ
ヨ
リ
照
公
ノ
私
有
ニ
非
、
人
天
ノ
導
師
更
〱
住
ノ
常
ノ
盟
主
無
シ
、
一
ニ
ハ
山
門
ノ
爲
メ
、
一
ニ
ハ
徒
衆
ノ

爲
メ
ニ
人
ヲ
擇
ヒ
席
ヲ
譲
ル
耳
」
と
し
た
。
そ
し
て
、「
今
日
凡
百
ノ
雲
仍
院
ヲ
以
テ
嗣
ヲ
易
フ
ル
者
ノ
未
タ
盋
嚢
ヲ
卸
サ
ザ
ル
時
、
既

ニ
阿
師
ニ
覰
破
セ
ラ
ル
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
梅
峰
は
真
歇
清
了
の
一
事
に
つ
い
て
、
寺
院
に
晋
山
す
る
に
及
ん
で
附
属
さ
れ
た
袈

裟
を
用
い
ず
、
先
に
得
法
し
て
い
た
丹
霞
を
重
ん
じ
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
梅
峰
の
「
宗
統
復
古
」
に
対

す
る
基
本
的
な
態
度
を
決
め
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑥
了
堂
思
徹
（『
叢
林
盛
事
』
巻
下
）

壮
年
か
ら
白
髪
と
な
り
、
徹
白
頭
と
呼
ば
れ
た
思
徹
は
、
元
々
宏
智
正
覚
門
下
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
妙
喜
（
大
慧
宗
杲
）
か
ら
そ

の
才
を
認
め
ら
れ
、
一
時
的
に
は
嗣
法
し
よ
う
と
し
た
が
、
自
ら
が
出
世
す
る
に
及
ん
で
は
、
宏
智
に
嗣
い
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
遺
偈

に
は
「
洞
上
之
宗
」
の
一
句
を
詠
み
込
ん
だ
。

⑦
佛
照
徳
光
（『
叢
林
盛
事
』
巻
上
）

各
地
で
学
ぶ
間
に
、
そ
の
都
度
指
導
を
受
け
た
師
家
に
嗣
ご
う
と
願
う
が
、
最
終
的
に
は
月
菴
善
果
（
開
福
道
寧
の
法
嗣
）
に
な
ろ
う

と
し
た
。
し
か
し
い
ざ
、
丹
丘
に
お
い
て
開
堂
す
る
に
及
ん
で
、
大
慧
に
嗣
ぐ
こ
と
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
。
叢
林
は
皆
そ
し
っ
た
と
い

う
。

⑧
且
菴
守
仁
（『
叢
林
盛
事
』
巻
上
）
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雪
堂
道
行
（
仏
眼
清
遠
の
法
嗣
）
の
普
説
を
聞
い
て
発
明
す
る
こ
と
が
あ
り
、
梅
山
で
庵
を
結
ん
で
い
た
が
、
宏
智
正
覚
と
知
己
を
得

て
、
後
に
宏
智
が
入
滅
し
た
際
に
は
大
慧
が
後
事
を
司
り
、
両
班
は
皆
、
弔
意
を
表
す
布
を
付
け
た
が
、
守
仁
は
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
。

大
慧
は
そ
れ
を
訝
し
ん
だ
が
、
守
仁
は
密
か
に
理
由
を
話
し
、
雪
堂
に
見
え
た
者
だ
っ
た
と
納
得
し
た
。

⑨
空
東
人
（『
叢
林
盛
事
』
巻
下
）

艸
堂
善
清
（
晦
堂
祖
心
の
法
嗣
）
に
見
え
、
後
に
妙
喜
（
大
慧
宗
杲
）
に
出
会
い
、
大
慧
は
そ
の
才
を
認
め
て
、
頂
相
に
賛
を
書
く
な

ど
し
た
が
、
空
東
人
は
艸
堂
に
嗣
い
だ
。
叢
林
の
有
識
者
は
そ
れ
を
仰
ぎ
羨
ん
だ
と
い
う
。

梅
峰
は
、「
上
來
ノ
四
衲
子
好
本
相
同
シ
評
騭
ヲ
加
フ
ベ
キ
蔑
シ
矣
」
と
し
、
評
論
を
加
え
て
い
な
い
。

⑩
崇
野
堂
（『
叢
林
盛
事
』
巻
下
）

宏
智
正
覚
の
下
に
永
年
い
た
が
、
大
事
を
決
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
江
西
に
行
っ
て
艸
堂
善
清
に
参
じ
て
す
ぐ
に
、
所
得
が
あ
っ
た
。

後
に
阿
育
王
山
に
住
す
る
時
、
香
を
焚
い
て
艸
堂
の
法
嗣
と
な
っ
た
。
問
題
は
雪
竇
持
（
象
田
梵
卿
の
法
嗣
）
が
こ
の
一
件
に
つ
い
て
戯

れ
の
四
句
偈
「
一
宗
ヲ
収
得
シ
一
崇
ヲ
失
卻
ス
面
前
合
掌
、
背
後
胸
ヲ
搥
ツ
」
と
詠
ん
だ
こ
と
で
、
こ
の
偈
を
聞
い
た
者
は
皆
大
笑
し
た

と
い
う
。

梅
峰
は
、
宏
智
の
指
導
法
な
ど
を
評
価
し
な
が
ら
、
雪
竇
持
が
句
を
詠
ん
で
戯
れ
た
こ
と
を
、「
雪
竇
持
元
來
滑
稽
俳
優
、
意
ロ
ニ
謂

ク
箇
ノ
戯
要
ヲ
打
」
し
た
と
し
、
滑
稽
俳
優
の
字
句
を
も
っ
て
批
判
し
た
。

⑪
北
山
信
（『
枯
崖
漫
録
』
巻
下
）

月
窟
慧
清
（
華
藏
宗
演
の
法
嗣
）
と
と
も
に
、
華
藏
宗
演
に
参
じ
た
が
、
月
窟
が
先
に
契
証
を
得
た
。
そ
の
後
、
自
ら
開
堂
を
行
う
際

に
、
同
行
だ
っ
た
月
窟
の
た
め
に
拈
香
し
た
。
そ
の
時
の
人
々
は
こ
の
一
事
を
高
く
評
価
し
た
と
い
う
。

梅
峰
は
こ
の
評
で
、北
山
信
が
月
窟
に
嗣
ぐ
こ
と
は
、そ
の
師
で
あ
る
華
藏
宗
演
に
嗣
ぐ
（
法
系
に
連
な
る
）
こ
と
と
も
な
る
た
め
、「
然

ル
ト
キ
ハ
則
チ
北
山
來
源
ニ
乏
シ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
知
ン
ヌ
ベ
シ
」
と
評
し
て
い
る
。
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⑫
秀
嵓
師
瑞
（『
枯
崖
漫
録
』
巻
中
）

秀
嵓
は
木
菴
安
永
（
大
慧
宗
杲
―
西
禪
鼎
需
の
嗣
）
に
参
じ
、
そ
の
会
下
で
省
発
し
た
が
、
後
に
阿
育
王
山
に
住
す
る
時
、
仏
照
徳
光

の
嗣
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
木
菴
は
「
媽
媽
年
來
齒
髮
踈
シ
、
心
心
只
是
奴
奴
ヲ
念
フ
、
一
タ
ヒ
潘
郎
ニ
嫁
與
シ
テ
從
リ
後
、
記
得

ス
從
前
ノ
梳
洗
ヲ
無
ヤ
」
と
偈
を
詠
ん
だ
と
い
う
。

梅
峰
は
、
秀
嵓
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
、
木
菴
か
ら
の
恩
に
背
く
も
の
で
、
佛
照
徳
光
に
嗣
い
だ
こ
と
は
、「
想
フ
ニ
佛
照
ハ
乃
チ
大

慧
ノ
高
弟
、
道
風
播
楊
、
門
弟
烜
赫
、
秀
嵓
居
然
ト
シ
テ
豐
ニ
隨
ヒ
儉
ヲ
避
ケ
社
ニ
憑
リ
威
ヲ
藉
ル
」
と
批
判
し
つ
つ
、
木
菴
の
詞
鋒
に

よ
っ
て
刺
殺
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
だ
と
評
し
た
。

⑬
壽
昌
別
源
（『
山
菴
雑
録
』
巻
上
）

久
し
く
帰
源
に
参
じ
て
い
た
が
、
後
に
無
際
本
（
圜
悟
克
勤
―
虎
丘
紹
隆
―
応
安
曇
華
―
密
庵
咸
傑
―
靈
隱
崇
嶽
―
華
藏
覺
通
―
虚
舟

普
度
―
虎
巖
浄
伏
の
嗣
）
に
参
じ
、
江
心
で
は
首
座
と
も
な
っ
た
。
後
に
無
際
が
厚
礼
を
も
っ
て
、
そ
の
法
を
嗣
が
せ
よ
う
と
し
た
が
、

別
源
は
笑
う
の
み
で
あ
り
、
自
ら
開
堂
す
る
場
合
は
帰
源
の
た
め
に
嗣
承
香
を
拈
出
し
た
と
い
う
。
当
時
の
叢
林
は
皆
そ
の
行
い
や
人
と

な
り
に
服
し
た
と
い
う
。

梅
峰
は
こ
の
一
則
に
つ
い
て
、『
山
菴
雑
録
』
巻
上
「
断
橋
和
尚
」
の
項
目
を
挙
げ
て
断
橋
が
容
易
に
法
嗣
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
つ
つ
、
同
項
目
で
は
最
近
の
法
を
司
る
者
は
、
自
分
の
法
を
す
ぐ
に
嗣
が
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
浅
薄
な
様
子
を
断
橋
に
見
せ
れ

ば
、
必
ず
罵
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
こ
の
様
子
を
引
い
た
梅
峰
は
、
無
際
本
の
振
る
舞
い
は
叢
林
の
中
で
は
一
般
的
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
醜
態
は
別
源
に
笑
わ
れ
る
の
み
で
、「
一
場
の
懡
㦬
（
恥
）」
で
あ
っ
た
と
評
し
た
。

さ
て
、
梅
峰
が
右
の
通
り
の
一
三
例
を
挙
げ
た
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ら
は
千
百
の
禅
冊
の
内
、
十
一
を
挙
げ
た
程
度
で
は
あ
る
が
、
雛

衲
・
沙
弥
な
ど
が
行
脚
し
、
後
に
出
世
す
る
時
に
は
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
ケ
ー
ス
の
要
点
を
留
意
し
て
欲
し
い
と
し
て
い
る
。
特
に
、
誤
っ

た
嗣
法
を
選
択
し
た
場
合
は
、
百
千
年
を
経
て
も
記
載
と
し
て
残
り
、「
江
湖
之
笑
具
」
に
な
る
と
し
、
口
を
強
め
て
注
意
し
た
様
子
が
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理
解
出
来
よ
う
。

ま
た
、
右
に
挙
げ
た
一
三
例
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
①
前
半
の
『
五
灯
会
元
』
を
除
い
て
、
他
は
『
大
慧
武
庫
』『
羅
湖
野
録
』『
禪
苑

蒙
求
拾
遺
』『
叢
林
盛
事
』『
枯
崖
漫
録
』『
山
菴
雑
録
』
な
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
た
だ
史
伝
を
伝
え
る
の
み

な
ら
ず
、
編
著
者
に
よ
る
批
評
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
採
り
上
げ
た
祖
師
に
つ
い
て
も
、
基
本
は
宋
代
以
前
と
な
り
、
日
本
に

曹
洞
宗
が
伝
来
し
た
時
期
よ
り
も
早
く
、
し
か
も
、
中
国
に
留
学
し
た
道
元
が
見
聞
し
た
か
も
し
れ
な
い
様
子
を
集
め
て
い
る
。
以
上
か

ら
、
梅
峰
は
先
に
挙
げ
た
通
り
「
江
湖
之
笑
具
」
を
示
し
て
濫
嗣
を
嗜
め
つ
つ
、
日
本
の
曹
洞
宗
全
体
が
「
復
古
」
と
し
て
目
指
す
べ
き

好
例
を
挙
げ
よ
う
と
し
た
と
理
解
出
来
よ
う
。

三
―
二
、『
洞
門
劇
譚
』
の
論
旨
（
二
）

以
下
は
、『
洞
門
劇
潭
』
後
半
の
論
旨
を
検
討
し
た
い
。
卍
山
道
白
が
、「
而
シ
テ
後
、
此
ノ
方
洞
門
近
代
ノ
謬
紊
、
亂
統
ノ
弊
跡
ヲ
擧

テ
五
箇
ノ
羞
ツ
可
キ
ヲ
以
ス
」
と
す
る
よ
う
に
、
五
つ
の
恥
ず
べ
き
こ
と
を
挙
げ
た
と
す
る
。

①	

世
間
の
家
族
に
も
、
嫡
流
・
庶
流
と
い
う
考
え
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
混
乱
し
て
土
地
な
ど
を
相
続
す
る
と
、
家
道
の
凘
滅
に
繋
が
る

こ
と
に
な
る
。

②
子
か
ら
見
て
父
が
三
、四
、五
人
な
ど
と
増
え
て
く
る
と
、
自
ら
の
血
骨
は
誰
か
ら
受
け
た
も
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
る
。

③	

『
桂
海
虞
衡
志
』
か
ら
、
南
方
で
法
度
が
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
婚
姻
に
は
不
正
が
多
く
、
他
の
妻
を
奪
っ
て
逃
げ
る
よ
う
な
問
題

な
ど
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
に
は
最
初
の
夫
と
の
婚
姻
が
認
め
ら
れ
た
、
と
い
う
事
例
を
紹
介
し
つ
つ
、
当
時
の
曹
洞
宗
で
も
最
初

の
法
を
返
し
て
、
後
の
法
を
嗣
い
だ
の
は
、
そ
の
事
例
と
同
じ
こ
と
だ
と
批
判
し
た
。

④		

中
国
唐
代
の
文
人
で
あ
る
韓
退
之
（
七
六
八
～
八
二
四
）
に
つ
い
て
、
元
々
は
小
顔
で
美
髯
の
容
貌
で
あ
っ
た
が
、
後
に
伝
承
を
伝

（45） 
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え
聞
い
た
画
師
が
誤
っ
て
、
ま
る
で
別
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
承
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
、
本
人
の
容
貌

す
ら
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

⑤	
道
元
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
の
一
節
を
引
き
つ
つ
、
道
元
も
問
題
に
し
た
よ
う
に
、
一
篇
の
法
語
や
頂
相
な
ど
を
「
嗣
法
左
劵
」

に
し
て
、
自
ら
が
一
院
に
住
持
す
る
時
に
、
著
名
な
師
家
に
嗣
承
香
を
焚
く
と
い
っ
た
悪
弊
が
出
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
梅
峰
は

「
上
ニ
演
ル
所
、前
約
ヲ
棄
置
シ
テ
一
院
ヲ
僥
倖
ス
ル
者
ノ
此
レ
院
ヲ
以
テ
嗣
ヲ
易
ル
ノ
行
者
ナ
リ
」と
辛
辣
苦
口
を
も
っ
て
批
判
し
、

も
し
一
度
で
も
法
を
変
え
て
し
ま
え
ば
、
仏
祖
の
慧
命
を
破
壊
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
五
件
に
つ
い
て
梅
峰
は
、
仏
祖
の
教
示
は
、
当
時
に
到
る
ま
で
地
に
墜
ち
て
い
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
を
無
視
す
れ
ば
、
速
や

か
に
仏
法
が
滅
す
る
だ
ろ
う
と
危
惧
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
五
件
の
内
、
梅
峰
が
主
た
る
課
題
と
し
て
提
示
し
た
か
っ
た
の
は
、
③
及
び

⑤
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

特
に
、
③
に
基
づ
い
て
思
慮
す
れ
ば
、
法
度
が
機
能
し
て
い
れ
ば
正
し
い
嗣
法
が
行
わ
れ
る
と
期
待
し
、「
宗
統
復
古
運
動
」
時
に
、

卍
山
・
梅
峰
が
幕
府
に
訴
え
て
制
度
の
確
立
に
繋
げ
よ
う
と
し
た
動
機
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

更
に
⑤
に
つ
い
て
は
、
道
元
の
「
嗣
書
」
巻
の
指
摘
を
も
っ
て
、
易
師
批
判
に
繋
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
道
元
の
見
解
に
つ
い
て

は
、
梅
峰
の
よ
う
な
解
釈
・
理
解
で
良
い
か
ど
う
か
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
詳
細
は
、
後
述
す
る
。

ま
た
、
②
と
④
の
考
え
か
ら
は
、
僧
侶
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
、
伝
法
に
も
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
と
の
観
念
を
、
梅
峰

が
保
持
し
て
い
た
こ
と
も
理
解
出
来
よ
う
。

三
―
三
、『
洞
門
劇
譚
』
の
論
旨
（
三
）

本
書
の
末
尾
は
、
当
時
の
洞
門
の
嗣
法
に
関
す
る
四
つ
の
問
答
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

（47） 
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質	

問
①
宗
門
の
法
脈
は
様
々
に
広
が
り
、
洞
門
で
も
道
元
を
淵
源
と
し
つ
つ
、
瑩
山
・
峨
山
の
二
師
な
ど
か
ら
は
分
脈
し
た
。
そ
の
上

で
、
住
持
へ
の
就
任
経
緯
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
寺
院
で
も
古
蹟
の
勝
地
に
は
、
開
山
に
連
な
る
一
法
脈
で
受
け
嗣
ぐ
場
合
も
あ
る
が
、

後
の
者
が
入
寺
に
因
み
法
脈
を
変
え
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
後
百
世
に
ま
で
悪
影
響
が
及
ぶ
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
た
め
に
、
開

山
の
威
光
が
後
代
に
ま
で
残
る
と
い
う
一
面
も
あ
り
、
大
衆
が
十
方
か
ら
望
む
ま
ま
に
住
持
を
選
び
、
そ
こ
で
他
門
に
お
い
て
得
法

し
た
者
が
入
れ
ば
、
そ
の
寺
院
の
門
脈
は
絶
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
問
い
を
立
て
た
。

回
答
①
当
質
問
に
対
す
る
梅
峰
の
回
答
は
多
岐
に
渉
る
。
区
分
け
し
て
要
約
し
て
お
き
た
い
。

ア	

、
住
持
の
就
任
は
十
方
住
持
制
が
望
ま
し
く
、
著
名
な
大
寺
の
み
な
ら
ず
、
村
落
に
あ
る
小
院
で
も
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

イ	

、
十
方
住
持
の
結
果
、
開
祖
の
威
風
が
消
え
、
後
継
者
が
絶
え
る
弊
害
が
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
古
来
の
祖
師
が
、
自
ら
の
後
継
者

が
失
わ
れ
る
と
嘆
い
た
話
と
は
、
一
線
を
画
し
て
い
る
。
風
穴
延
沼
（
中
国
臨
済
宗
、
八
九
六
～
九
七
三
）
の
「
覆
宗
の
歎
」
や
、

大
陽
警
玄
（
中
国
曹
洞
宗
、
九
四
三
～
一
〇
二
七
）
の
「
絶
嗣
の
憂
」
と
い
っ
た
、
類
似
の
伝
承
が
あ
る
が
、
風
穴
の
場
合
は
念
法

華
（
首
山
省
念
、
九
二
六
～
九
九
三
）
を
得
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
大
陽
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
大
陽
は
「
絶
嗣
の
歎
」
を
も
っ
て
、
浮
山
法
遠
（
中
国
臨
済
宗
、
九
九
一
～
一
〇
六
七
）
に
自
ら
伝
持
し
て
い
た
洞
上
の
法
を

預
け
、
後
に
浮
山
は
青
華
厳
（
投
子
義
青
、
一
〇
三
二
～
一
〇
八
五
）
を
見
出
し
、
預
か
っ
て
い
た
大
陽
か
ら
の
洞
上
の
法
を
「
代

付
」
し
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
梅
峰
は
後
に
著
し
た
『
林
丘
客
話
』
巻
下
で
も
、
大
陽
―
投
子
間
の
代
付
へ
は
肯
定
的
な
立
場
を

示
す
が
、
そ
の
淵
源
は
本
書
に
求
め
ら
れ
る
。
更
に
、
梅
峰
が
風
穴
と
大
陽
の
事
例
を
挙
げ
た
理
由
は
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
念
法
華

も
青
華
厳
も
、と
も
に
師
匠
と
仰
い
だ
者
の
寺
に
は
入
ら
な
か
っ
た
た
め
、師
匠
の
寺
は
「
虚
席
」「
無
主
」
に
到
っ
た
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
代
付
」
に
限
れ
ば
、
法
そ
の
も
の
を
伝
附
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
寺
の
後
継
者
の
話
と
は
一
線
を
画
し
た
も
の
と
評
し

て
い
る
。

ウ	

、
霊
樹
如
敏
が
二
〇
年
も
の
間
、
首
座
を
請
し
な
か
っ
た
一
事
を
挙
げ
て
、
示
寂
し
た
時
に
遺
し
た
帖
で
、
雲
門
文
偃
（
八
六
四
～

（49） 
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九
四
九
）
を
寺
院
の
後
継
と
し
た
が
、
雲
門
は
い
う
ま
で
も
な
く
雪
峰
義
存
（
八
二
二
～
九
〇
八
）
に
嗣
法
し
て
い
る
た
め
、
梅
峰

は
「
古
ノ
法
席
補
處
此
ノ
如
シ
」
と
し
、
嗣
法
と
寺
院
承
継
と
の
関
連
性
を
解
除
し
て
い
る
。

エ	
、
近
年
の
者
は
自
ら
が
法
嗣
を
得
た
い
と
ば
か
り
願
っ
て
お
り
、
大
法
を
荷
負
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
と
批
判
し
た
。
更
に
、

従
来
の
見
解
に
固
執
す
る
者
が
来
て
、「
戒
牒
譜
圖
三
五
ノ
幅
ノ
故
紙
ヲ
交
割
ス
、
此
レ
傳
受
ノ
信
ナ
リ
、
豈
ニ
傳
法
相
續
ニ
非
ト

言
ン
ヤ
」
と
述
べ
た
が
、
梅
峰
は
「
這
漢
ノ
全
身
既
ニ
先
傳
ノ
譜
脈
ニ
入
リ
、
今
復
タ
來
リ
受
ル
者
ハ
、
幻
ナ
リ
影
ナ
リ
、
付
者
ノ

幻
ニ
付
シ
、
者
ノ
影
ニ
付
ス
、
此
レ
甚
ノ
傳
法
ソ
」
と
批
判
し
た
。
つ
ま
り
は
、
三
五
幅
の
故
紙
（
室
内
三
物
の
こ
と
か
）
を
受
け

る
伝
受
の
信
に
つ
い
て
は
、そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
幻
や
影
で
あ
る
と
し
つ
つ
、伝
受
の
意
義
を
高
く
掲
げ
、「
嗣
續
ト
言
ハ
滅
絶
ナ
リ
」

と
し
、
自
己
を
仏
法
に
滅
絶
す
る
こ
と
が
真
の
嗣
続
と
し
た
こ
と
が
理
解
出
来
よ
う
。

オ	

、
宗
法
の
相
続
に
つ
い
て
は
、
一
條
の
紅
線
を
長
安
大
道
に
牽
く
よ
う
な
も
の
（『
嗣
書
』『
血
脈
』
の
紅
線
を
示
す
か
）
だ
が
、
住

持
を
交
代
す
る
度
に
、
そ
れ
を
変
え
て
い
て
は
、
線
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
そ
の
端
緒
す
ら
無
い
と
批
判
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
様

子
で
は
祖
師
に
対
す
る
忠
孝
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
代
々
大
法
を
担
っ
た
弟
子
達
が
各
地
に
赴
け
ば
、
か
え
っ
て
祖
師
の
法
が
続

く
と
し
た
。
各
寺
院
の
住
持
の
法
を
家
伝
と
し
て
担
う
様
子
は
、
人
情
と
し
て
は
良
い
が
、
法
門
に
お
い
て
は
遠
い
と
し
た
。

質	

問
②
燃
灯
仏
と
釈
迦
仏
に
は
前
後
が
無
く
、
千
仏
も
万
祖
も
、
そ
の
様
子
は
一
途
で
あ
り
、
心
法
は
無
二
で
あ
り
円
融
し
て
い
る
た

め
、「
是
ノ
故
ニ
萬
派
宗
ニ
朝
ス
唯
是
レ
一
源
ナ
リ
」
と
し
、
分
か
れ
た
各
派
で
は
詳
略
の
あ
る
室
中
の
作
法
に
基
づ
い
て
表
信
の

具
を
伝
授
す
る
が
、
そ
れ
す
ら
迂
遠
な
論
と
の
見
解
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
森
羅
万
象
こ
そ
が
古
仏
の
家
風
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
函

丈
に
お
い
て
区
区
な
る
表
信
を
討
ね
る
意
味
が
あ
る
の
か
、
と
疑
義
を
呈
し
た
。

回	

答
②
梅
峰
は
、
質
問
者
の
大
法
の
捉
え
方
を
批
判
し
、
真
如
実
際
が
生
仏
の
仮
名
や
、
自
他
の
区
別
も
絶
す
る
と
す
れ
ば
、
禁
戒
を

持
す
る
こ
と
も
な
い
、
天
魔
外
道
の
見
解
だ
と
し
た
。
し
か
も
、「
今
日
國
家
ノ
嚴
禁
ナ
ル
者
ハ
、
耶
蘇
ノ
宗
屬
ナ
リ
。
若
シ
惡
平

等
ヲ
以
テ
大
法
ヲ
論
セ
ハ
、
天
主
教
ト
雖
、
是
レ
邪
宗
ナ
ラ
ズ
」
と
、
悪
平
等
と
大
法
を
混
同
す
れ
ば
キ
リ
シ
タ
ン
で
す
ら
邪
宗
に

（51） 
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は
見
え
な
く
な
る
と
批
判
し
た
。
こ
れ
は
、当
時
の
曹
洞
宗
内
で
、キ
リ
シ
タ
ン
に
言
及
し
た
一
例
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、「
於

乎
、
佛
佛
授
手
祖
祖
面
授
ノ
大
法
ハ
、
如
今
ノ
脱
空
邪
解
ニ
非
也
」
と
し
て
、
室
中
作
法
は
脱
空
邪
解
と
は
違
い
、
大
法
を
担
っ
て

い
く
こ
と
の
、
車
の
片
輪
・
鳥
の
片
翼
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
た
め
、「
未
タ
院
ヲ
以
テ
嗣
ヲ
易
ル
ノ
咎
ヲ
掩
フ
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
、「
以

院
易
嗣
」
を
伴
う
誤
っ
た
嗣
法
の
あ
り
方
を
糺
す
よ
う
促
し
た
。

質	

問
③
寺
院
に
は
本
寺
・
末
寺
が
あ
り
、
子
院
の
席
を
継
ぐ
者
は
、
前
住
持
に
嗣
法
す
る
か
、
前
住
持
が
没
し
て
い
れ
ば
本
寺
か
ら
法

を
嗣
ぐ
。
つ
ま
り
、
前
住
も
後
住
も
、
百
世
代
を
経
て
も
た
だ
、
本
寺
の
一
法
と
な
り
、
こ
れ
を
古
今
の
「
恒
格
」
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
既
に
（
別
系
統
で
）
嗣
法
を
終
え
た
僧
が
、
住
持
と
し
て
入
ろ
う
と
し
、
前
住
持
や
本
寺
の
祖
脈
を
嗣
が
な
け
れ
ば
、
本

末
関
係
が
乱
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
弊
害
だ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
濫
觴
は
い
つ
か
。
ま
た
、
こ
れ
を
改
め
な
い
方
が
、
む
し

ろ
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
、
提
起
し
た
。

回	

答
③
当
質
問
に
対
す
る
梅
峰
の
回
答
は
多
岐
に
渉
る
。
区
分
し
要
約
し
て
お
き
た
い
。

ア	

、
既
に
他
法
で
嗣
法
し
た
者
が
入
る
こ
と
で
、
本
末
関
係
が
乱
れ
る
こ
と
は
、
想
定
さ
れ
た
危
惧
に
過
ぎ
ず
、
も
し
そ
の
問
題
が
起

き
る
の
で
あ
れ
ば
、
叢
林
の
法
に
依
っ
て
、
問
題
を
起
こ
す
僧
侶
を
擯
出
す
る
な
ど
、
速
や
か
に
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
一

方
で
、
こ
の
問
題
の
濫
觴
に
つ
い
て
は
、「
且
ツ
百
年
ノ
前
ハ
措
テ
而
問
ハ
ズ
、
數
十
年
來
祠
部
衙
役
幷
ヒ
ニ
百
有
司
、
東
朝
ノ
公

命
ヲ
欽
ミ
稟
ケ
、
天
下
凡
民
ノ
宗
旨
ヲ
清
釐
ス
」
と
し
た
。
つ
ま
り
、
梅
峰
自
身
の
問
題
意
識
は
、
遡
る
こ
と
数
十
年
間
を
対
象
と

し
、
し
か
も
、
幕
府
に
よ
る
法
度
自
体
を
論
じ
て
い
る
。
後
に
卍
山
下
で
洞
門
室
中
を
扱
っ
た
文
献
は
、
中
古
以
来
の
問
題
を
総
括

す
る
が
、
梅
峰
の
意
識
の
違
い
に
は
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
幕
府
の
法
度
が
定
め
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
耶
蘇
邪
宗
に
対
応

す
る
た
め
だ
と
し
、い
わ
ゆ
る
『
宗
門
人
別
改
帳
』
の
制
作
方
法
を
挙
げ
つ
つ
、法
度
の
意
義
に
つ
い
て
は
、「
是
ニ
由
テ
知
ル
ベ
シ
、

啻
僧
門
能
ク
本
支
ヲ
定
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
、
公
門
明
律
自
來
確
如
タ
リ
。
誰
カ
敢
テ
移
動
セ
ン
」
と
し
、
つ
ま
り
は
キ
リ
シ
タ
ン
対

策
と
し
て
の
法
度
で
あ
り
、「
子
カ
怕
ル
所
、
本
支
地
ヲ
易
ヘ
中
外
相
濫
ル
ヽ
者
ノ
、
惡
ン
ソ
宗
乘
ノ
弊
竇
ヲ
杜
キ
蠧
孔
ヲ
塡
ル
ニ
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在
ン
」
と
総
括
し
、
宗
乗
の
弊
害
を
助
長
す
る
た
め
の
法
度
で
は
な
い
と
し
た
。

イ	
、
寺
院
の
世
代
数
は
寺
院
に
属
し
、
承
嗣
は
師
資
に
属
す
と
し
つ
つ
、
十
方
住
持
制
の
場
合
は
、
半
年
や
一
年
で
住
持
が
交
替
す
る

場
合
も
あ
り
、
中
国
の
径
山
や
天
童
山
の
場
合
、
歴
代
の
住
持
を
位
牌
や
額
に
記
載
し
て
残
す
た
め
、
五
家
の
宗
師
が
次
々
に
入
れ

替
わ
っ
て
も
、
開
山
当
初
か
ら
の
山
門
の
徳
が
朽
ち
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
。

ウ	

、
本
書
で
従
来
示
し
た
古
徳
の
道
誼
を
、「
祖
門
百
代
之
規
條
」
と
し
つ
つ
、
機
縁
の
時
が
至
り
、
一
師
か
ら
密
伝
し
付
法
し
た
後
に

は
、
仏
祖
か
ら
誘
わ
れ
て
も
、
再
び
嗣
を
易
え
ず
、
と
誓
う
べ
き
だ
と
し
た
。

エ	

、
当
時
、
新
寺
を
建
立
し
、
故
地
に
再
興
す
る
場
合
、
新
た
に
本
末
関
係
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
本
寺
の
選
択
方
法
は

開
山
の
師
の
寺
で
あ
っ
た
り
、
功
徳
主
（
施
主
）
の
特
に
希
望
が
あ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
た
め
、「
一
準
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
し
た
。

ま
た
、
宗
門
に
は
「
總
本･
別
本
」
の
違
い
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
今
後
の
新
寺
は
「
總
本
」
に
属
す
る
こ
と
も
可
能
と
し
た
。
こ
れ

ら
は
、
別
本
を
地
域
の
「
中
本
寺
」
と
解
釈
す
れ
ば
、「
總
本
」
と
は
両
大
本
山
の
何
れ
か
、
或
い
は
、
両
大
本
山
の
何
れ
か
を
「
總

本
」「
別
本
」
と
称
し
た
も
の
か
、
詳
細
は
不
明
。
幕
府
の
寺
院
建
立
の
抑
制
政
策
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
、
私
的
な
新
地

建
立
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
各
地
の
『
寺
社
書
上
』
か
ら
新
地
の
創
建
は
続
い
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
幕
府
は
元
禄
元
年

（
一
六
八
八
）
に
至
っ
て
「
寺
院
古
跡
新
地
之
定
書
」
を
設
け
、
寛
永
八
年
ま
で
に
創
建
さ
れ
た
寺
院
を
「
古
跡
」
と
し
、
そ
れ
以

降
を
「
新
地
」
と
し
て
区
別
し
、
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
以
後
は
、
新
寺
建
立
も
再
興
も
禁
止
さ
れ
、
こ
れ
が
よ
う
や
く
守
ら
れ

た
と
い
う
。
梅
峰
自
身
の
見
解
で
は
、
新
寺
建
立･

再
興
を
前
提
に
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
元
禄
五
年
よ
り
前
に
本
書
（
或
い

は
当
該
回
答
部
分
）
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
い
え
よ
う
。

質	

問
④
当
時
の
祖
門
の
宗
風
が
零
落
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
嗣
法
の
制
度
の
温
故
復
古
を
論
じ
た
と
し
て
も
、
誰
が
そ
れ
で
安

ん
ず
る
の
か
と
尋
ね
、
更
に
「
三
幅
ノ
紙
傳
（
室
内
三
物
の
こ
と
か
）」
で
師
資
の
契
約
を
し
た
結
果
、
生
涯
に
わ
た
り
閑
房
古
寺

に
住
す
る
こ
と
も
あ
る
と
危
惧
し
た
。
そ
し
て
、
一
師
に
嗣
ぐ
こ
と
を
是
と
し
、
多
師
に
嗣
ぐ
こ
と
を
非
と
す
る
議
論
を
す
る
こ
と
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は
何
故
か
と
疑
義
を
呈
し
た
。

回	
答
④
当
質
問
に
対
す
る
梅
峰
の
回
答
は
多
岐
に
渉
る
。
区
分
け
し
て
要
約
し
て
お
き
た
い
。

ア	
、法
（
制
度
）
が
復
古
し
て
も
、人
が
復
古
す
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
考
え
に
理
は
あ
る
が
、人
が
復
古
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

制
度
が
そ
れ
に
随
っ
て
、
濫
嗣
を
認
め
る
の
は
甚
だ
理
に
合
わ
な
い
と
し
た
。

イ	

、
洞
門
の
紙
幅
の
伝
授
を
「
表
信
」
の
観
点
か
ら
論
じ
た
。
仏
祖
の
大
信
に
つ
い
て
、
森
羅
万
象･

牆
壁
瓦
礫
は
、
全
て
印
信
で
は

な
い
こ
と
は
な
い
と
し
つ
つ
、
そ
れ
と
、
自
己
の
信
（
伝
法
作
法
の
こ
と
か
）
を
重
ね
る
べ
き
だ
と
し
た
。
末
法
の
凡
僧
は
、
紙
幅

伝
授
で
信
を
出
す
と
し
、
こ
れ
が
、
真
伝
真
授
で
無
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
し
た
。

ウ	

、
洞
門
の
行
脚
が
了
畢
す
る
時
は
、
入
室
伝
授
し
、
仏
祖
と
聖
契
す
る
が
、
こ
れ
は
法
身
を
成
す
こ
と
と
同
じ
と
し
、
一
度
行
え
ば
、

再
度
行
う
道
理
は
無
い
と
し
た
。

以
上
か
ら
、『
洞
門
劇
譚
』
に
お
い
て
、
確
立
を
目
指
し
て
い
た
洞
門
の
寺
院
制
度
や
嗣
法
観
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
十
方
住
持
制
が
望
ま
し
い
。（
回
答
①
ア
・
イ
）

②
後
住
の
選
択
時
に
、
法
の
上
で
の
師
弟
を
前
提
に
し
な
い
。（
回
答
①
イ
・
ウ
・
エ
）

③	

伝
法
作
法
の
実
施
や
、
紙
幅
（
室
内
三
物
か
）
の
伝
授
を
、
天
然
外
道
へ
の
否
定
と
し
て
価
値
付
け
た
。（
回
答
①
エ
、
回
答
②
、

回
答
④
イ
・
ウ
）

④
幕
府
の
法
度
の
価
値
を
認
め
、
本
末
関
係
を
整
備
す
る
。（
回
答
③
ア
・
イ
・
エ
）

梅
峰
自
身
に
よ
る
本
書
の
執
筆
意
図
に
つ
い
て
は
、各
寺
院
の
住
持
就
任
権
が
、師
弟
関
係
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
の
否
定
が
主
と
な
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
十
方
住
持
制
の
価
値
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
嗣
法
の
問
題
は
、
天
然
外
道
の
批
判
と
し
て
の
作
法
の

有
効
性
や
、
一
師
印
証
を
強
調
は
し
て
い
る
が
、
住
持
制
の
問
題
ほ
ど
の
追
究
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
嗣
法
の
価

値
が
後
任
住
持
選
択
に
対
し
て
従
属
的
位
置
付
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
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四
、『
洞
門
劇
譚
』
の
位
置
と
意
義

結
論
と
し
て
、『
洞
門
劇
譚
』
が
「
宗
統
復
古
運
動
」
上
、
ど
の
よ
う
な
位
置
と
意
義
を
持
っ
て
い
た
か
を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、
本
書
で
は
住
持
へ
の
就
任
に
関
す
る
検
討
が
主
で
あ
り
、
嗣
法
の
作
法
面･

思
想
面
の
研
究
は
決
し
て
十
分
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
中
で
も
、
中
国
禅
宗
の
祖
師
一
三
件
に
関
す
る
検
討
を
通
し
て
、
入
る
寺
院
に
よ
っ
て
法
系
を
変
え
る
こ
と
（
＝
以
院
易

嗣
）
の
不
在
を
示
し
、
嗣
法
師
の
選
択
法
は
先
に
得
た
法
を
重
視
す
る
こ
と
を
唱
え
た
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
一
三
件
の
祖
師
の

⑤
真
歇
清
了
に
つ
い
て
、
既
に
丹
霞
子
淳
の
下
で
得
法
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
後
に
住
院
に
臨
ん
で
長
蘆
祖
照
か
ら
伝
衣
を
受
け
て
も
、

そ
れ
を
用
い
な
か
っ
た
と
し
た
。
こ
れ
は
、後
に
「
宗
統
復
古
運
動
」
で
確
立
さ
れ
た
、人
法
は
一
度
き
り
の
授
受
と
し
、伽
藍
法
は
「
伽

藍
二
物
（
伽
藍
大
事･

伽
藍
血
脈
）」
に
込
め
て
重
受
す
る
様
式
に
繋
が
る
、モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
採
用
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。

ま
た
、
先
述
の
通
り
、
本
書
で
は
大
陽
警
玄
―
投
子
義
青
の
師
資
に
つ
い
て
、「
代
付
」
の
事
実
を
認
め
て
い
る
。
本
書
に
先
立
つ
よ

う
に
、
永
平
寺
三
二
世
・
大
了
愚
門
（
一
六
一
三
～
一
六
八
七
）
は
『
永
平
紀
年
録
』（
延
宝
六
年
［
一
六
七
八
］
跋
刊
）
で
面
授
を
介

さ
な
い
「
代
付
」
説
を
否
定
し
、
後
に
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～
一
七
六
九
）
は
『
洞
上
金
剛
杵
』
な
ど
で
、
大
陽
と
投
子
の
生
没
年
を

検
討
し
て
、「
代
付
」
自
体
を
虚
構
と
見
な
す
場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
梅
峰
は
、『
林
丘
客
話
』
巻
下
で
も
「
代
付
」
を
肯
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
代
付
」
の
肯
定
は
、「
以
院
易
嗣
」
の
否
定
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
寺
院
相
続
の
た
め
の
嗣
法
で
な
け
れ
ば
、
面
授
で
な
く

て
も
良
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

後
に
本
書
の
内
容
に
発
憤
し
て
、
陸
奥
正
法
寺
の
定
山
良
光
が
『
正
法
嫡
伝
獅
子
一
吼
集
（
以
下
、『
一
吼
集
』）』（
元
禄
一
五
年

［
一
七
〇
二
］
上
下
巻
）
を
開
版
し
た
が
、
同
書
の
場
合
は
、
陸
奥
正
法
寺
の
開
山
で
あ
る
無
底
良
韶
（
一
三
一
三
～
一
三
六
一
）
と
、

二
世
・
月
泉
良
印
（
一
三
一
九
～
一
四
〇
〇
）
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
に
係
る
。
無
底
と
月
泉
は
、
本
来
、
總
持
寺
二
世･

峨
山
韶
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碩
（
一
二
七
六
～
一
三
六
六
）
会
下
で
の
兄
弟
弟
子
で
あ
る
が
、
定
山
は
「
吾
良
印
大
師
ハ
摠
持
峨
山
廿
八
哲
隨
一
ナ
リ
、
曾
本
師
ノ
命

ヲ
受
テ
殆
ド
靈
曹
ノ
跡
ヲ
踐
ミ
、
以
テ
無
底
ノ
嗣
ト
爲
ル
、
是
日
本
滅
後
取
續
伽
藍
相
續
ノ
本
源
ナ
リ
」
と
し
た
。
更
に
月
泉
の
行
い
と

し
て
は
、「
靈
山
ニ
ハ
阿
難
佛
嗣
ヲ
離
レ
テ
迦
葉
ニ
紹
ギ
、
曹
溪
ニ
ハ
石
頭
ノ
能
師
ヲ
捐
テ
青
原
ニ
繼
グ
、
正
法
ニ
ハ
月
泉
、
山
父
ニ
反

シ
テ
無
底
ニ
續
グ
、
是
天
然
ノ
妙
契
同
契
ノ
三
法
ナ
リ
」
と
し
て
、
正
法
寺
の
立
場
で
あ
る
「
滅
後
取
続
伽
藍
相
続
」
を
打
ち
立
て
よ
う

と
し
た
。

具
体
的
に
は
、
峨
山
韶
碩
の
上
足
だ
っ
た
正
法
寺
開
山
の
無
底
良
韶
が
弟
子
無
く
し
て
遷
化
し
た
た
め
、
同
じ
峨
山
の
法
嗣
だ
っ
た
月

泉
が
、
自
ら
受
け
て
い
た
嗣
法
を
峨
山
（
山
父
）
に
返
し
、
そ
し
て
、
改
め
て
無
底
に
嗣
法
（
遷
化
し
て
い
る
た
め
、
拝
塔
嗣
法
）
し
た

と
い
う
流
れ
に
な
り
、
こ
れ
が
正
法
寺
の
伽
藍
相
続
を
意
図
し
て
い
る
と
定
山
は
評
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
実
際
の
月
泉
が
嗣
法
を

改
め
た
か
否
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。

そ
こ
で
、
定
山
の
主
張
に
つ
い
て
、
戦
略
的
に
は
問
題
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
伽
藍
相
続
と
、
滅
後
の
拝
塔
嗣
法
を
重
ね

て
主
張
し
た
た
め
、『
洞
門
劇
譚
』
の
主
張
と
正
面
か
ら
対
抗
す
る
こ
と
と
な
り
、
結
果
と
し
て
定
山
の
主
張
は
退
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、

定
山
は
『
一
吼
集
』
巻
上
で
、
嗣
承
香
の
意
義
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

劇
譚
中
ニ
震
旦
諸
祖
機
縁
十
一
條
ヲ
擧
以
一
師
不
再
之
古
證
、
未
ダ
知
ラ
ズ
是
悉
ク
重
嗣
職
由
ナ
ル
コ
ト
ヲ
、〈
中
略
〉
亦
古
德
開

堂
前
叢
林
其
ノ
嗣
承
ヲ
怪
ム
モ
、
元
來
重
嗣
ノ
因
縁
ア
レ
バ
ナ
リ
、
開
堂
拈
香
一
師
ニ
決
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
現
成
師
ヲ
立
ツ
、
乃
七
佛

古
轍
ナ
リ
、〈
中
略
〉
洞
上
日
本
伽
藍
相
續
モ
、
其
現
成
處
ニ
於
テ
、
現
成
師
ヲ
立
ツ
モ
ノ
ナ
リ
、

つ
ま
り
、『
洞
門
劇
譚
』
の
研
究
を
進
め
た
定
山
は
、
中
国
禅
宗
祖
師
の
一
三
件
（
定
山
は
一
一
件
と
数
え
る
）
に
つ
い
て
も
、
独
自

の
解
釈
を
進
め
、
そ
の
上
で
、
修
行
過
程
中
の
重
嗣
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
後
、
開
堂
時
の
拈
香
（
嗣
承
香
）
で
、
一
師
に
決
す
る
と
い
う

方
途
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、『
洞
門
劇
譚
』
で
引
用
し
た
中
国
の
祖
師
一
三
例
で
も
、
開
堂
時
の
拈
香
で
、
誰
を
嗣
法
師
と
し
て

唱
え
る
か
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
定
山
の
指
摘
は
、
問
題
の
中
心
を
捉
え
て
い
た
。
こ
の
議
論

（68） 

（69） 

（70） 

（71） 

（72） 

梅峰竺信『洞門劇譚』の研究 　404



を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
は
、
梅
峰
が
引
用
し
た
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
の
一
節
へ
の
、
正
確
な
理
解
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

い
は
く
、
善
知
識
の
会
下
に
参
じ
て
、
頂
相
一
幅
、
法
語
一
軸
を
懇
請
し
て
、
嗣
法
の
標
準
に
そ
な
ふ
。
し
か
あ
る
に
、
一
類
の
狗

子
あ
り
、
尊
宿
の
ほ
と
り
に
法
語
・
頂
相
等
を
懇
請
し
て
、
か
く
し
、
た
く
は
ふ
る
こ
と
あ
ま
た
あ
る
に
、
晩
年
に
お
よ
む
で
、
官

家
に
陪
銭
し
、
一
院
を
討
得
し
て
、
住
持
職
に
補
す
る
と
き
は
、
法
語
・
頂
相
の
師
に
嗣
法
せ
ず
、
当
代
の
名
誉
の
と
も
が
ら
、
あ

る
ひ
は
王
臣
に
親
附
な
る
長
老
等
に
嗣
法
す
る
と
き
は
、
得
法
を
と
は
ず
、
名
誉
を
む
さ
ぼ
る
の
み
な
り
。
か
な
し
む
べ
し
、
末
法

悪
時
、
か
く
の
ご
と
く
の
邪
風
あ
る
こ
と
を
。
か
く
の
ご
と
く
の
や
か
ら
の
な
か
に
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
人
と
し
て
、
仏
祖
の
道
を

夢
に
も
見
聞
す
る
あ
ら
ず
。〈
中
略
〉
近
来
の
法
は
、
た
だ
そ
の
師
の
会
に
て
得
力
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
か
の
師
を
師
と
嗣
法
す
る

な
り
。
か
つ
て
そ
の
師
の
印
を
得
ざ
れ
ど
も
、
た
だ
入
室
・
上
堂
に
咨
参
し
て
、
長
連
牀
に
あ
る
と
も
が
ら
、
住
院
の
と
き
は
、
そ

の
師
承
を
挙
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
大
事
打
開
す
る
と
き
、
そ
の
師
を
師
と
せ
る
の
み
お
ほ
し
。

要
す
る
に
道
元
は
、
頂
相
・
法
語
な
ど
を
尊
宿
か
ら
得
て
「
嗣
法
の
標
準
」
に
備
え
つ
つ
も
、
自
ら
が
住
院
す
る
時
に
は
、
当
代
の
著

名
な
師
家
の
名
前
を
自
ら
の
嗣
法
師
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
、
名
誉
を
貪
る
行
い
だ
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
近
来
の
法
」

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
縦
し
ん
ば
そ
の
師
か
ら
印
可
証
明
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
自
分
が
徳
力
・
大
事
打
開
す
る
時
に
、
そ
の

会
下
に
あ
っ
て
修
行
し
て
い
た
時
の
師
家
を
師
と
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
文
脈
か
ら
、
道
元
は
弟
子
の
側
が
師
を

選
ぶ
作
法
を
認
め
て
お
り
、
ま
さ
に
、
開
堂
に
お
け
る
嗣
承
香
を
も
っ
て
、
嗣
法
師
と
定
め
た
事
例
を
挙
げ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
無
論
、

嗣
承
香
を
焚
く
際
に
、
名
利
心
が
混
入
す
る
邪
風
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
批
判
し
、
道
元
は
師
か
ら
も
認
め
ら
れ
た
証
と
し
て
の
『
嗣
書
』

を
重
視
し
、結
果
と
し
て
邪
風
を
除
く
方
法
を
提
案
し
て
は
い
る
。
ま
た
、こ
れ
は
十
方
住
持
制
を
批
判
し
つ
つ
、洞
門
僧
の
み
に
よ
る
伽

藍
相
続
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
瑩
山
紹
瑾
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）
に
よ
っ
て
採
り
入
れ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
輪
住
制
」
が
、
洞

門
寺
院
で
積
極
的
に
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
或
る
意
味
、
江
戸
時
代
初
期
の
問
題
は
、
宗
派
内
に
お
け
る
法
系
の
分
断
が
強

ま
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
以
院
易
嗣
」
が
模
索
さ
れ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

（73） 

（74） 

（75） 

（76） 

405　『禪學研究』第100號，2022年3月



そ
れ
か
ら
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
の
主
張
か
ら
は
直
接
、「
以
院
易
嗣
批
判
」
を
導
く
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
、「
一
師

印
証
」
も
出
て
来
な
い
。「
嗣
書
」
巻
本
来
の
意
図
は
、
嗣
法
と
『
嗣
書
』
の
相
即
と
、
住
院
（
開
堂
）
時
の
師
の
選
び
方
の
問
題
で
あ
っ

た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

た
だ
し
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
の
『
永
平
寺
諸
法
度
』『
總
持
寺
諸
法
度
』
で
は
、
嗣
法
の
年
限
が
定
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
江

湖
頭
（
修
行
二
〇
年
）・
転
衣
（
同
二
五
年
）・
建
法
幢
（
同
三
〇
年
）
が
重
視
さ
れ
た
。
た
だ
し
、「
転
衣
」
す
る
に
及
び
、
嗣
法
師
の

推
挙
状
を
要
す
る
と
あ
る
た
め
、
こ
の
段
階
で
人
法
由
来
の
嗣
法
を
終
え
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
以
院

易
師
」
し
た
結
果
、
後
の
伽
藍
法
由
来
の
嗣
法
師
へ
の
嗣
承
香
を
焚
く
と
し
て
も
、
入
寺
の
段
階
で
既
に
定
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

開
堂
時
に
は
披
露
す
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
開
堂
の
時
に
師
を
選
ぶ
方
途
自
体
が
既
に
機
能
し
て
お
ら
ず
、
近
世
中
期
の
洞
門
学
僧
・
指
月
慧
印
（
一
六
八
九
～

一
七
六
四
）
は
天
童
如
浄
（
一
一
六
二
～
一
二
二
七
）
が
本
師
・
雪
竇
智
鑑
（
一
一
〇
五
～
一
一
九
二
、
号
は
足
庵
）
に
対
し
嗣
承
香
を

焚
か
な
か
っ
た
こ
と
を
例
と
し
て
、「
開
堂
ハ
嗣
香
ノ
爲
ニ
ナ
ス
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
ま
で
主
張
し
た
。
現
在
は
、
嗣
法
し
、
瑞
世
ま
で
終
え

た
新
命
住
職
が
、
晋
山
式
で
形
ば
か
り
の
「
嗣
承
香
」
を
焚
く
が
、
曹
洞
宗
に
お
け
る
「
嗣
法
・
転
衣
・
瑞
世
・
開
堂
」
の
問
題
は
、
ま

た
機
会
を
改
め
て
整
理
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

本
論
で
検
討
し
て
き
た
江
戸
元
禄
期
の
議
論
に
お
い
て
は
、
嗣
承
香
の
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
で
諸
問
題
が
解
除
さ
れ
る
可
能
性
に
、

（
梅
峰
も
、
定
山
も
）
気
付
い
て
い
た
と
は
思
う
が
、
幕
府
が
定
め
た
法
度
の
中
に
留
ま
る
限
り
、
梅
峰
は
「
以
院
易
師
」
批
判
と
、「
以

院
易
師
」
を
無
効
化
可
能
な
「
十
方
住
持
制
（
後
任
住
持
の
自
由
化
）」
を
、『
洞
門
劇
譚
』
の
主
張
と
し
て
展
開
し
た
と
結
論
付
け
る
こ

と
が
出
来
よ
う
。

（77） 

（78） 

梅峰竺信『洞門劇譚』の研究 　406



〈
註
〉

（　

）	
筆
者
所
持
本
に
は
冠
註
（
各
用
語
へ
の
註
記
が
主
）
が
付

記
さ
れ
て
お
り
、
奥
書
に
は
「
元
禄
十
六
癸
未
初
夏
日
釈

氏
俊
禅
閣
笔
於
武
城
大
林
客
寮
」
と
あ
り
、
冠
註
を
記
し

終
わ
っ
た
年
次
や
旧
蔵
者
で
あ
る
俊
禅
の
名
前
、
筆
記
場

所
（
現
在
は
東
京
都
文
京
区
内
に
所
在
す
る
曹
洞
宗
大
林

寺
客
寮
、
当
時
は
現
在
の
台
東
区
下
谷
に
所
在
）
な
ど
が

判
明
し
た
。
冠
註
執
筆
を
示
す
年
次
に
鑑
み
て
、
元
禄

一
三
年
初
版
本
と
判
断
し
た
。

（　

）	『
曹
全
』「
解
題
」
二
五
六
頁

（　

）	『
蒐
書
大
成
』
二
〇
・
九
一
一
～
九
一
四
頁

（　

）	『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
３
』
二
四
頁

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』「
序
」
三
丁
裏
～
四
丁
表

（　

）	『
続
曹
全
』「
室
中
」
五
三
六
頁
上
段

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』「
跋
」
一
丁
表

（　

）	『
白
雲
山
梅
峰
信
禅
師
伝
』、『
僧
伝
集
成
』
七
二
三
頁
下

段

（　

）	

寛
文
三
～
五
年
く
ら
い
か
。「
三
た
び
涼
燠
を
換
え
」
に

基
づ
い
て
推
定
。

（　

）	『
宗
統
復
古
志
』
巻
上
「〈
天
〉
卍
師
壯
歳
嘆
宗
弊
」、『
続

曹
全
』「
室
中
」
五
三
八
頁
上
段

（　

）	『
宗
統
復
古
志
』
巻
下
「〈
歳
〉
信
受
奉
行
皆
歡
喜
」、『
続

曹
全
』「
室
中
」
五
九
六
頁
上
段

（　

）	『
日
本
宗
教
制
度
史
』
第
三
巻
・
八
七
頁

（　

）	『
洞
門
政
要
』
二
二
〇
頁

（　

）	『
洞
門
政
要
』
一
七
〇
頁

（　

）	『
護
法
集
』「
俗
談
（
上
）」、『
曹
全
』「
語
録
一
」
六
四
二

頁
下
段
・
六
四
三
頁
上
～
下
段
等

（　

）	『
護
法
集
』「
俗
談
（
上
）」、『
曹
全
』「
語
録
一
」
六
四
三

頁
下
段

（　

）	『
夢
窩
梅
峰
禅
師
語
録
』
巻
二
、『
曹
全
』「
語
録
二
」

五
六
頁
上
段
～
五
七
頁
上
段

（　

）	『
洞
門
劇
潭
』「
序
」
四
丁
表

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
一
丁
裏

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
〇
・
三
二
四
ａ

（　

）	『
大
正
蔵
』
巻
四
七
・
九
四
三
ｃ

（　

）	『
続
伝
灯
録
』
巻
二
「
廬
山
開
先
善
暹
禪
師
」
章
（『
大
正

蔵
』
巻
五
一
・
四
七
九
ｂ
）
で
は
「
雪
竇
顕
」
と
す
る
。

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
三
丁
表

（　

）	『
大
正
蔵
』
巻
四
七
・
九
五
四
ｃ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
三
・
三
九
〇
ａ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
七
・
四
ａ

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
五
丁
裏
～
六
丁
裏

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
三
・
三
八
一
ｃ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
七
・
九
九
ａ
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（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
七
八
・
六
〇
六
ｂ

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
八
頁
裏

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
九
頁
表

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
六
・
六
九
九
ｂ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
六
・
六
九
三
ｃ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
六
・
六
八
九
ａ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
六
・
七
〇
二
ａ

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
一
〇
丁
裏

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
六
・
七
〇
三
ｃ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
七
・
四
二
ｃ

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
一
二
丁
表

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
七
・
三
三
ａ

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
一
三
丁
表

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
七
・
一
二
一
ｂ

（　

）	『
卍
新
纂
続
蔵
』
巻
八
七
・
一
二
二
ａ

（　

）	『
洞
門
劇
潭
』「
序
」
四
丁
裏

（　

）	『
桂
海
虞
衡
志
』三
一
丁
裏
～
三
二
丁
表
、本
書
は
南
宋
代
・

范
成
大
の
撰
述
だ
が
、梅
峰
自
身
が
参
照
し
た
版
は
不
明
。

（　

）	「
し
か
あ
る
に
、
臨
済
の
遠
孫
と
自
称
す
る
や
か
ら
、
ま

ま
に
く
は
だ
つ
る
不
是
あ
り
。
い
は
く
、
善
知
識
の
会
下

に
参
じ
て
、
頂
相
一
幅
、
法
語
一
軸
を
懇
請
し
て
、
嗣
法

の
標
準
に
そ
な
ふ
。
し
か
あ
る
に
、
一
類
の
狗
子
あ
り
、

尊
宿
の
ほ
と
り
に
法
語
・
頂
相
等
を
懇
請
し
て
、
か
く
し
、

た
く
は
ふ
る
こ
と
あ
ま
た
あ
る
に
、
晩
年
に
お
よ
む
で
、

官
家
に
陪
銭
し
、
一
院
を
討
得
し
て
、
住
持
職
に
補
す
る

と
き
は
、
法
語
・
頂
相
の
師
に
嗣
法
せ
ず
、
当
代
の
名
誉

の
と
も
が
ら
、
あ
る
ひ
は
王
臣
に
親
附
な
る
長
老
等
に
嗣

法
す
る
と
き
は
、
得
法
を
と
は
ず
、
名
誉
を
む
さ
ぼ
る
の

み
な
り
。
か
な
し
む
べ
し
、
末
法
悪
時
、
か
く
の
ご
と
く

の
邪
風
あ
る
こ
と
を
。
か
く
の
ご
と
く
の
や
か
ら
の
な
か

に
、
い
ま
だ
か
つ
て
一
人
と
し
て
、
仏
祖
の
道
を
夢
に
も

見
聞
す
る
あ
ら
ず
」（『
全
集
』
一
・
四
二
八
頁
）
を
漢
文

に
直
し
て
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
道
元
が
批
判
し
た

「
臨
済
の
遠
孫
」
を
「
一
般
漢
」
と
改
め
た
が
、
大
意
に

変
更
は
無
い
。

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
二
一
丁
裏

（　

）	『
林
丘
客
話
』
巻
下
、『
曹
全
』「
室
中
」
一
〇
八
頁
下
段

～
一
〇
九
頁
下
段

（　

）	

字
句
な
ど
か
ら
典
拠
は
『
碧
巌
録
』
第
六
則
・
本
則
評
唱

（『
大
正
蔵
』
巻
四
八
・
一
四
五
ｃ
～
一
四
六
ａ
）
か
。

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
二
六
丁
表

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
二
六
丁
裏
～
二
七
丁
表

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
二
八
丁
表

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
二
八
丁
裏

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
二
九
丁
表

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
二
九
丁
裏
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（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
三
〇
丁
裏

（　

）	
一
例
と
し
て
、
万
仭
道
坦
『
伽
藍
相
続
弁
』、『
曹
全
』「
室

中
」
一
五
七
頁

（　

）	「
其
ノ
意
千
萬
人
中
、
倘
ク
ハ
一
人
法
網
ヲ
洩
レ
、
耶
蘇

ノ
邪
宗
ニ
竄
ル
ヽ
ヿ
、
一
タ
ヒ
照
核
ス
ル
每
ニ
、
各
所
ノ

頭
目
里
長
、
其
ノ
人
ハ
此
ノ
寺
ノ
檀
越
ニ
係
リ
此
ノ
人
ハ

其
ノ
院
ノ
檀
越
ニ
屬
ス
、其
ノ
寺
其
ノ
院
何
ン
ノ
宗
旨
ソ
、

本
寺
何
レ
ノ
寺
ト
云
ヿ
ヲ
簡
明
シ
テ
、
一
個
個
花
押
寺
印

ヲ
相
合
セ
テ
、
總
テ
簡
明
册
ニ
上
セ
、
一
併
ニ
之
ヲ
公
府

ニ
藏
ム
」（『
洞
門
劇
譚
』
三
〇
丁
裏
～
三
一
丁
表
）
と
あ

っ
て
、「
宗
門
改
」
が
同
時
に
、
本
末
関
係
に
も
影
響
し

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
三
一
丁
表

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
三
一
丁
表

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
三
一
丁
裏

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
三
二
丁
表

（　

）	「
近
世
宗
教
制
度
史
年
表
」、『
日
本
宗
教
制
度
史
』
巻
三
・

五
九
三
～
六
〇
四
頁
参
照

（　

）	『
洞
門
劇
譚
』
三
二
丁
裏

（　

）	『
曹
全
』「
史
伝
（
下
）」
一
八
〇
頁
上
下
段

（　

）	

宝
暦
五
年
版
、『
曹
全
』「
注
解
三
」
所
収

（　

）	『
一
吼
集
』
巻
下
、『
曹
全
』「
室
中
」
五
一
頁
上
段

（　

）	『
一
吼
集
』
巻
下
、『
曹
全
』「
室
中
」
六
六
頁
上
段

（　

）	

月
泉
の
法
嗣
で
あ
る
虎
渓
良
乳
に
よ
り
著
さ
れ
た
応
永

一
五
年
（
一
四
〇
八
）
二
月
二
四
日
謹
記
の
奥
書
を
持
つ

『
二
代
月
泉
和
尚
行
状
』
で
は
、
峨
山
が
無
底
の
遷
化
を

嘆
き
、「
汝
曾
て
吾
に
嗣
承
す
、
更
に
須
く
良
韶
に
嗣
ぐ

べ
し
、七
仏
の
法
寿
に
準
う
」
と
述
べ
、更
に
割
注
で
「
拝

塔
指
南
式
、
此
の
時
に
始
ま
る
、
挙
っ
て
世
は
知
ら
ざ
る

な
り
」
と
位
置
付
け
て
い
る
た
め
、
少
な
く
と
も
こ
の
書

き
入
れ
が
な
さ
れ
た
時
期
ま
で
に
は
、
同
寺
内
に
お
け
る

拝
塔
嗣
法
の
作
法
が
確
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
月

泉
へ
の
峨
山
の
指
示
は
簡
潔
に
過
ぎ
、
嗣
ぐ
対
象
が
法
系

自
体
を
意
味
す
る
の
か
、伽
藍
の
相
続
を
意
味
す
る
の
か
、

今
ひ
と
つ
判
然
と
は
し
な
い
。『
奥
の
正
法
寺
―
成
立
と

展
開
』
八
四
～
八
八
頁
参
照
。

（　

）	『
宗
統
復
古
志
』
巻
上
「〈
張
〉
卍
師
片
言
破
僞
訣
」、『
続

曹
全
』「
室
中
」
五
六
一
頁
上
～
下
段

（　

）	『
一
吼
集
』
巻
上
、『
曹
全
』「
室
中
」
四
二
頁
下
段
～

四
三
頁
上
段

（　

）	『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
、『
全
集
』
一
・
四
二
八
～

四
二
九
頁

（　

）	『
嗣
書
』
の
様
相
に
対
し
て
、
更
に
師
か
ら
の
印
証
を
重

視
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
『
正
法
眼
蔵
』「
面
授
」
巻
へ
の

説
示
に
関
わ
る
。

（　

）	

道
元
は
『
嗣
書
』
の
位
置
付
け
を
顛
倒
さ
せ
た
可
能
性
が
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あ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
菅
原
二
〇
一
〇
参
照
。

（　

）	

特
に
曹
洞
宗
の
法
脈
を
具
現
化
し
た
「
五
老
峰
」
設
立
に

対
す
る
瑩
山
の
想
い
は
、
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。

詳
細
は
『
洞
谷
記
』
中
の
「
当
山
尽
未
来
際
置
文
」（『
諸

本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
四
六
～
四
八
頁
）
を
参

照
さ
れ
た
い
。

（　

）	『
同
行
訓
』、『
続
曹
全
』「
清
規
」
四
四
七
頁
下
段

（　

）	

宗
統
復
古
運
動
後
に
明
峰
派
で
あ
る
卍
山
道
白
門
下
が
、

峨
山
派
寺
院
に
入
っ
た
例
が
知
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
、

卍
山
の
資
で
あ
る
隠
之
道
顕
（
一
六
六
三
～
一
七
二
九
）

が
入
っ
た
下
総
東
昌
寺
は
、
同
国
内
の
総
寧
寺
（
通
幻
寂

霊
開
山
）
の
末
寺
で
あ
り
、
通
幻
派
（
峨
山
派
の
一
）
で

あ
っ
た
。
ま
た
、洞
門
に
お
い
て
「
後
任
住
持
の
自
由
化
」

が
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
徐
々
に
進
展
し
た
経
緯
の

一
端
に
つ
い
て
は
、
菅
原
二
〇
二
一
も
参
照
さ
れ
た
い
。

【
参
考
文
献
・
一
次
資
料
】

・
梅
峰
竺
信
『
洞
門
劇
譚
』
帝
畿
押
小
路
通
橘
町
書
肆
玉
峰
堂
山
限
久
右
衞
門
・
一
七
〇
〇
年
（
元
禄
一
三
年
）

・
面
山
瑞
方
『
洞
上
金
剛
杵
』
柳
枝
軒
・
一
七
五
六
年
（
宝
暦
五
年
）

・
范
成
大
『
桂
海
虞
衡
志
』
須
原
屋
伊
八
・
一
八
一
二
年
（
文
化
九
年
）

・『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
を
参
照
し
た
。
引
用
や
参
照
時
に
は
、『
大
正
蔵
』
と
略
記
し
、
巻
号
と
頁
数
・
段
数
の
み
で
示
し
た
。

・『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
を
参
照
し
た
。
引
用
や
参
照
時
に
は
、『
卍
新
纂
続
蔵
』
と
略
記
し
、
巻
号
と
頁
数
・
段
数
の
み
で
示
し
た
。

・	『
曹
洞
宗
全
書
』『
続
曹
洞
宗
全
書
』
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
刊
。
引
用
や
参
照
時
に
は
、『
曹
全
』『
続
曹
全
』
と
略
記
し
、巻
号
と
頁
数
・

段
数
の
み
で
示
し
た
。

・
曹
洞
宗
出
版
部
編
『
曹
洞
宗
近
世
僧
伝
集
成
』
曹
洞
宗
宗
務
庁
・
一
九
八
六
年
、
引
用
や
参
照
時
に
は
『
僧
伝
集
成
』
と
略
記
し
た
。

・『
道
元
禅
師
全
集
』
全
七
巻
、
春
秋
社
・
一
九
八
八
年
、
引
用
時
に
は
『
全
集
』
○
・
○
○
頁
と
略
記

・
東
隆
眞
監
修
『
諸
本
対
校
瑩
山
禅
師
『
洞
谷
記
』』
春
秋
社
・
二
〇
一
五
年

767778
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【
参
考
文
献
・
二
次
資
料
】

・
横
関
了
胤
『
江
戸
時
代
洞
門
政
要
（
第
二
版
）』
東
洋
書
院
・
一
九
七
七
年

・
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
編
『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
第
三
巻
、
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
三
年

・
村
井
弘
典
『
奥
の
正
法
寺
―
成
立
と
展
開
』
大
梅
拈
華
山
円
通
正
法
寺
・
二
〇
〇
七
年

・
梅
田
義
彦
編
『
日
本
宗
教
制
度
史
』「
第
三
巻
・
近
世
篇
」
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
・
二
〇
〇
九
年

・	

菅
原
研
州
「『
正
法
眼
蔵
』「
嗣
書
」
巻
に
見
る
『
嗣
書
』
の
書
式
に
つ
い
て
」、『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
第

一
一
回
、
二
〇
一
〇
年
、
菅
原
二
〇
一
〇

・	

菅
原
研
州
「
近
代
洞
門
に
お
け
る
室
内
三
物
研
究
に
つ
い
て
―
附
録
『
丘
宗
潭
老
師
『
室
内
三
物
秘
辨
』
提
唱
録
』
翻
刻
資
料
」、『
愛

知
学
院
大
学
教
養
部
紀
要
』
六
八
巻
一
～
三
合
併
号
・
二
〇
二
一
年
、
菅
原
二
〇
二
一

（
愛
知
学
院
大
学　

准
教
授
）
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